
厚真町起業化支援事業補助金公募要領  
 

１．事業の目的  

町では、起業に向けた取組を支援するため、起業時における開業経費等の

必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への取組を奨励し、も

って地域経済の活性化を図ることを目的とした「起業化支援事業補助金」を

制定しております。  

本要領では、事業者の公募について、委細を定めています。  

 

２．応募対象となる事業  

  厚真町内で起業するための事業及び起業直後の安定的な事業継続を図る  

ための事業とします。ただし、日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農  

業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融・保険業、学校教育、公務及  

びこれに類する事業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する  

法律（昭和２３年法律第１２２号）の許可を必要とする事業及び町から補助  

金もしくは助成金等の交付を受給する、又は受給した事業は除きます。  

  なお、本補助金の補助対象になるかを事前に当課職員にご相談ください。 

※１ 本補助金は、個人又は法人で、１度しか受けることが出来ません。  

※２ 法人登記等で団体の人格が変わった場合についても、代表者が同一で  

あると判断できる場合は、申請することが出来ません。  

※３ 補助の総額は変わりませんが、複数年度の事業執行が出来ます。  

   ただし、同補助金を支出するための事業予算が成立した場合にのみ支出

可能となることから、次年度以降の支出を確約するものではありません。 

 

３．応募者の要件  

事業主体として応募できる方は、町内において起業を予定している個人か、

団体又は法人（以下「団体等」という。）のうち、厚真町起業化支援事業認

定申請書（以下「認定申請書」という。）を、提出する日の２年前の日の属

する年の４月１日以降に起業をしている方であって以下の条件を全て満た

す方が対象となります。  

 (1) 本補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有する

個人または、本補助金の交付申請を行う日において現に法人登記簿上の本

社所在地を厚真町内に置く法人（中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律（平成１１年法律第１８号）第２条で定める中小企業者に限る。）  



 (2) 市町村税等の公租公課を滞納していない者  

(3) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第２０号）第

２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。  

(4) 事業者等の常時使用する従業員数が１０名未満の者  

(5) 法人の役員等が (3)に該当しないこと  

 

４．補助対象経費  

  経費区分  内容  

１  報償費  
専門家や指導者等に対する謝金  

（例 1）デザインを作成する方への謝金  

２  旅費  
事業や製品の営業・開発に行く際の旅費  

（例 1）営業に行く際の自分の交通費 等  

３  需用費  

印刷製本費や消耗品費、原材料費、資材費等  

（例1）  パンフレットの印刷代  

（例2）  電気・ガス・水道の使用料  

４  役務費  

通信料や手数料等（設立登記費を除く）  

（例 1）ネット通信料  

（例 2）商品 PR のための出展料など  

５  委託費  

専門的な技術知識等を持つ方への業務委託費（会社

設立登記に係る書類作成の委託を除く）  

（例 1）プログラム開発費  

（例 2）マーケティングの調査委託  

６  使用料及び賃借料  

事業を営む上で必要な土地、建物、設備等のリース

費等  

（例1）  事務所の使用料  

（例2）  レンタル設備の賃借料  

７  備品購入費  

備品を購入するための費用  

（例 1）会計業務のためにパソコンを購入したい  

（例 2）事業活動に必要な車両を購入したい  

   （ただし、汎用性が高いものは不可）  

８  償還費  
建物・備品などの借入金の償還費用  

（例 1）設備等の借入金の償還費に充てたい  

９  工事請負費  工事をするための費用  



（例 1）事務所、店舗の建設費、改修費等  

１０  
そのほか町長が必要

と認めるもの  

上記に記載がない事項で、町長が特に必要と認める

もの。  

 ※１ 補助対象経費は、交付決定を受けてから請求を受けたものを対象とし

ます。（本要領第２に定める事業化支援事業で複数年度の事業執行が認め

られたものは各年度別の実績報告が必要かつ、請求を受けた年度で本補助

金交付の対象とします。）  

※２ 補助対象経費のうち、国、北海道又は支援団体等から、本補助金以外

の補助金等の交付を受けている場合又は、交付を受ける予定の場合は、そ

の分を補助対象経費から除きます。  

 

５．補助率・限度額  
補助率  補助限度額  町長が別に定める区域

の空き店舗を活用した

場合の補助限度額  

１ /２ 以内  ２００万円  ２５０万円  

 

６．事業計画の認定方法  
 補助金の交付を受けようとする方は、事業計画を提案し、認定を受けなけれ

ばなりません。認定方法は厚真町起業化支援事業審査委員会の審査を経て、町

長が事業計画を認定します。事業が適当と認められる場合、認定通知書により

通知します。  

通知を受けてから事業を開始することが出来ます。  

※認定日より前に支出した経費は、対象外経費となります。  

審査方法  

(1)担当職員によるヒアリング  

 ※必要書類の確認等も含む。  

(2)プレゼン審査（審査会）  

 ※申請者の出席が必要です。  

 ※「７．審査基準」により審査します。  

 ※審査会は概ね 20 分～30 分です。  

 

７．審査基準  



申請のあった事業は、以下の審査基準で審査します。  

(1)  審査点は各項目５点満点とする。  

(2)  合格基準は、審査員全員の総計を平均し、１８点以上とする。  

(3)  審査会としての認定の可否は、ヒアリング終了後の総括で協議し決定

する。  

評価項目  評価の観点（具体的例）  

必要性  
本事業の趣旨に則った適切なものであり、町内において必要性、重要度

が高い業種か（不足業種か）  

優位性  
製品の製造及びサービス等に優位性を有しているか  

実効性  
遂行できる体制、販売戦略、市場分析、スケジュール、資金計画、活動

実績等があるか  

成長性  
製品の製造及びサービス等が市場性・成長性を有しているか  

本町の経済活性化及び雇用の創出が図られるか  

波及効果  
町内・町外の起業希望者の参考となり、それらへの波及効果をもたらす

か  

意欲・魅力  
事業への取組み意欲があるか  

経営者としての魅力があるか  

 
８．事業計画の提案方法  

事業計画を提案しようとする方は、別に定める日までに以下の関係書類を作

成し、厚真町産業経済課に提出してください。  

(1)  提出書類  

 提出書類  

１  厚真町起業化支援事業認定申請書 (様式第１号 ) 

２  
事業計画書 (様式第２号 )※事業内容がわかるようにプレゼン用資料等も併せ

て提出ください。  

３  収支予算書 (様式第３号 )※根拠となる見積書の添付もお願いします。  

４  町税等の状況調査同意書（様式第４号）  

５  その他町長が必要と認める書類 ※当課から指示がない限り不要とします。  

※新規開業支援事業・事業化支援事業ともに同様の書類が必要です。  

※申請者が町内に事務所を有さない個人又は、町内に事業拠点を有さない法人

の場合は、上記書類の他に、住所又は事業拠点を有する市町村の市町村税等



の滞納がない証明書を提出することとする。  

※プレゼン資料等を審査員に配布するため、プレゼン用資料等のデータ提出を  

 求める場合がありますので、ご理解ください。  

(2) 申請期間  

  ４月１日から翌年の３月３１日まで  

 

  募集期間  審査会実施予定  

第１期  ４月 １日から ４月１５日  ４月下旬  

第２期  ４月１６日から ５月１５日  ５月下旬  

第３期  ５月１６日から ６月１５日  ６月下旬  

第４期  ６月１６日から ７月１５日  ７月下旬  

第５期  ７月１６日から ８月１５日  ８月下旬  

第６期  ８月１６日から ９月１５日  ９月下旬  

第７期  ９月１６日から１０月１５日  １０月下旬  

第８期  １０月１６日から１１月１５日  １１月下旬  

第９期  １１月１６日から１２月１５日  １２月下旬  

第１０期  １２月１６日から １月１５日   １月下旬  

第１１期  １月１６日から ２月１５日   ２月下旬  

  ※申込期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日を申込期限とします。  

※申請書類等の一式を産業経済課経済グループにご提出ください。  

(3) 提出方法  

  原則、産業経済課への持参とします。  

  データ等の提出を行う場合は、１９問い合わせ先にお願いします。  

 

９．事業計画の認定後の手続き  
事業計画の認定を受けた方は、別に定める日までに以下の関係書類を作成し、

厚真町産業経済課に提出してください。  

(1) 提出書類  

 提出書類  

１  補助金等交付申請書 (規則様式第１号（第６条関係） ) 

２  事業計画書 (様式第２号 ) 

３  収支予算書 (様式第３号 ) 

４  法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し  



５  その他町長が必要と認める書類 ※当課から指示がない限り不要とします。  

 

１０．補助事業の変更  
補助の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）が補助事業の内容に

変更が生じる場合は、速やかに次の書類を提出し、承認を受けなければなりま

せん。  

 提出書類  

１  補助金等変更承認申請書（厚真町補助等交付規則第９条様式）  

２  事業変更の理由がわかる書類（任意様式）  

 ※町は、変更理由が適正であると認める場合は、「補助金等変更指令書」に

より通知するものとします。  

 

１１．実績報告  
補助金決定者は、事業が完了したときは、次の書類を提出しなければなり

ません。  
 提出書類  

１  補助事業等実績報告書（規則様式第８号（第１３条様式）  

２  事業報告書（様式第５号）※事業の成果がわかるように。  

３  収支決算書（様式第６号）  

４  補助対象経費に係る領収証等の写し  

５  その他町長が必要と認める書類 ※当課から指示がない限り不要とします。  

 
１２．補助金額の確定  

上記に掲げる実績報告書類の提出を受けて、内容が適当である場合は、「額

の確定通知書」により補助決定者に通知するものとします。  

  

１３．補助金の支払い  
 補助決定者は、「額の確定通知書」により額の確定がされると、補助金の請

求をすることができます。  

その際は、請求書により補助金の請求を行ってください。  

 

（概算払請求）  

 原則、清算払いとするが、事業の性質上、事業の完了前に補助金の概算交付



を受けなければならない場合、町長が認める場合概算払をすることができます。 

 概算払を受けようとする補助決定者は、厚真町補助等交付規則第１０条様式

に定める「補助金等概算払請求書」及び交付決定後、速やかな支出が見込まれ、

その内容および金額の妥当性が確認できる請求書、契約書または発注書の写し

を提出して下さい。  

 

１４．補助の取り消し・返還  
 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取り消しをすることが

あります。補助金の決定を取り消した場合、補助金の一部又は全部の返還を求

めます。  

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(3) 補助対象事業が補助の交付を受けた当該年度内に完了しないとき。  

(4) その他町長が不適当であると認めたとき。  

 

１５．事業完了後の手続き  
適切に事業が完了した場合は、継続事業として翌年の事業を認定したもの

とし、厚真町起業化支援事業認定申請書の提出を行わず、補助金等交付申請

書の提出を行うことができるものとします。  

 

１６．成果の発表等  

町長は補助事業に係る事業の操業状況及び雇用状況等についての報告を

求めることができることとする。また、町長は必要に応じて成果等の発表を

行わせることができることとします。  

 

１７．専門家の経営指導等  

町長は、必要に応じて事業者等に専門機関の経営指導等を受けさせること

ができるものとします。  

 

１８．その他注意事項  
(1)  提出を受けた申請書類等は、返還いたしません。  

(2)  申請された個人情報については、当事業以外には使用しません。  

(3)  補助を受けた事業は、町が特産品 PR 等を行う際に紹介する場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。  



(4)  申請や審査に要する経費（書類の準備費用等）は、申請者の負担とな

ります。  

(5)  申請した事業内容が、第３者の著作権等に損害を与えた等のトラブル

が発生した場合、町は一切関与せず、申請者の責任とします。  

(6)  審査結果に対する個別の問い合わせにはお答えしかねます。  

 

１９．問い合わせ先  
 厚真町 産業経済課 経済グループ  

 電話０１４５－２７－２４８６ Ｆａｘ０１４５－２７－３９４４  

 メール keizai@town.atsuma.lg.jp 

 

 

附 則  

 （施行期日）  

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要領の施行の日前に旧厚真町起業化支援事業公募要領６．認定方法等

の規定により認定された事業については、なお、従前の例による  

（施行期日）  

３ この要領は、令和７年４月１日から施行する。  

（施行期日）  

４ この要領は、令和８年４月１日から施行する。  

  


